
ISO/IEC17025認定校正（国際MRA対応）

ISO/IEC17025認定校正は IATF16949※に対応
自動車及び自動車部品の世界流通が拡大し、国毎に異なる
自動車基準を国際的に調和することや、輸出入国あるいは
地域間でお互いに認め合う認証の相互承認を導入すること
の必要性が高まっています。
その相互認証を推進するため、自動車産業ではIATF16949
品質マネジメントシステムへの適合を求められることが増えて
おり、試験に用いる環境試験器は、ISO/IEC17025に適合
した認定業者により校正されることが求められています。

エスペックはJAB(公益財団法人 日本適合性認定協会)
から温度試験槽、温湿度試験槽の校正機関として、ISO/
IEC17025に基づく校正を行う能力を有していることを認定
されています。
お客様の環境試験器をISO/IEC17025認定校正（国際
MRA対応）することができます。

※分布、偏差等は性能確認試験として別途対応いたします

環境試験装置の校正 国際的に適用する校正証明書
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・温度： ＜槽中央 1点＞ 
 −80℃〜700℃
・湿度： ＜槽中央 1点共通＞
 ５％rh〜95％rh（10℃〜85℃）
 ※一部低温低湿度領域を除く

※	IATF16949：2016の外部試験所要求事項7.1.5.3.2（校正
又は試験報告書の認定書は、国家認定機関のマークを含ん
でいなければならない）に対応しています。

国際MRA対応の認定業者であるエスペックの発行する
校正証明書は、国内のみならず、海外でも受け入れ可能です。

（英文も発行いたします）
また、JTM(日本試験機工業会)規格に準じた校正を実施し
ます。
<準拠している規格>
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国内サービス拠点

環境試験器メーカーならでは！ プラス「安心」のサービス
	校正作業時に点検･整備も行います
エスペックでは、校正作業だけでなく、装置の機能･性能
を維持するために点検･整備を行います。
装置を熟知したサービスエンジニアが、校正時に点検を
実施します。装置状況を的確に診断･把握し、状況に応
じた部品交換作業を行います。

	他社製品の校正もお任せください
エスペック製品だけでなく他社製品の校正も承ります。
保有されている装置をまとめてご依頼頂けますので、発
注業務や装置の管理業務を軽減することができます。

	カスタム製品のダウンタイムを最小限に
特殊製品（カスタム製品）も、ご使用環境や装置の状態に
応じてメンテナンス計画を策定いたします。
特殊部品も含めた予防保全を行なうことで、突発的に発
生する故障リスクを低減します。
また、お客様のご要望に合わせた「装置の利便性向上」
や、「追加の安全対策」などもご提案させて頂いており
ます。
フロン排出抑制法対応の有資格者による年１回の「定期
点検」もお任せ下さい。


